
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 ・農業による売上が 50 万円以上ある市内農業者 

   ・令和７年分（法人は令和７年中に開始した事業年度）の 

確定申告をしている方 

   ・市税等を滞納していない方 

 

肥料費  

肥料の購入費 

～物価高騰の影響を受けている農業者の皆さまへ～ 
 

生産資材等の物価高騰により、営農に大きな影響が生じている農業者に対し、農業経

営への影響緩和と営農意欲の向上を目的として、生産費「肥料費、動力光熱費、諸材料

費、農薬衛生費」の一部について予算の範囲内において支援金を給付します。 

 

令和７年分 の確定申告において、申告した肥料費、動力光熱費、 

諸材料費、農薬衛生費の合計額の 10％が支援金額となります。 

お問い合わせ先  越谷市 環境経済部 農業振興課 （市役所第三庁舎４階） 

☎ ０４８－９６３－９１９３（直通） 

※ 法人は令和７年中に開始した事業年度の確定申告において申告した経費が対象になります 

   申請期間 ：（個人）令和８年６月１日 から ７月３１日 まで              

              (法人) 令和７年中に開始した事業年度の決算後２か月以内       

電気、水道、ガス・灯油・
ガソリンなどの燃料費 

諸材料費  農薬衛生費  動力光熱費  

マルチ、支柱などの 
諸材料費 

農薬の購入費や 
共同防除費 

国の重点支援地方交付金活用

 支援対象経費  

最大給付額 １５０万円 

※ 本支援金は予算の範囲内において給付いたします。 

※ 



                                   

 

青色申告決算書の場合 

【支援対象経費】以下の合計額 

⑪肥料費、⑭農薬衛生費、⑮諸材料費、⑰動力光熱費 

※赤枠内の支援対象経費の合計額の１０％が支援金額となります。 
 

白色申告収支内訳書の場合 

【支援対象経費】以下の合計額 

㊁肥料費、㋣農薬衛生費、㋠諸材料費、㋦動力光熱費 

※赤枠内の支援対象経費の合計額の１０％が支援金額となります。 

※    赤枠外の計上科目は支援対象外と

なりますのでご注意ください。 

（例）車輛費、燃料費等のその他の科目など 

 

※    青枠内の㉑荷造運賃手数料のう

ち、農業用資材については諸材料費に含め

ることができます。 

ｖ  

ｖ  

 

※    赤枠外の計上科目は支援対象外と

なりますのでご注意ください。 

（例）車輛費、燃料費等のその他の科目など 

 

※    青枠内の㋻荷造運賃手数料のう

ち、農業用資材については諸材料費に含め

ることができます。 

 


